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放課後児童クラブ利用登録について （お知らせ） 

令和８年度の「放課後児童クラブ」利用登録を、以下のとおり受付いたしますので、

利用を希望される方は、期間内にお申し込みください。 

なお、児童館の「遊び場利用来館」を利用する方には、後日児童館だよりでお知ら

せします。 

名   称 放課後児童クラブ（登録制） 

対象学年 小学１年生から６年生 

対 象 者 昼間、就労等で家庭に保護者がいない児童 

提 出 物 

① 放課後児童クラブ利用申請書  

② 各種証明書類 （同居していて、就労している家族全員分） 

・会社員 … 就労証明書 （勤務先からの証明が必要です） 

・自営業・農業 …  従事者申立書 （地域の民生委員の証明が必要です） 

利用期間 令和８年４月１日～令和９年３月３１日（１年更新になります） 

利用時間 

･授業終了後から午後６時まで 

・学校休業日（夏休み・冬休みなど）午前８時３０分から午後６時 

≪希望申請により≫ 

・早朝利用(学校休業日のみ)⇒午前７時３０分から可能 

・延長利用        ⇒午後６時３０分まで 

・土曜利用        ⇒午前８時から午後６時まで 

利用料金 

放課後～午後６時までの申請者       月額 ２，０００円 

放課後～午後６時３０分までの申請者    月額 ３，０００円 

土曜日の申請者              月額 １，０００円 

春・秋休み、振替休業日の申請者      年額 ２，０００円 

夏・冬休みの申請者            年額 ２，０００円 

早朝申請者                 年額 ２，０００円 

休 館 日 
日・祝日・８月１３日～１６日・年末年始 

 （その他、都合で休館する場合は、事前に連絡します） 

申請書配布場所  ９/１６（火）より 各児童館・子育て支援課 （町ホームページからダウンロードもできます） 

受付期間等 

令和７年１０月１日（水）～１０月１５日（水） 各児童館まで 

提出の際は、確認事項等がありますので、保護者が持参してください。 

※令和８年４月１日から利用希望の方は、必ず提出してください。 

【 問い合わせ先 】 

＊宮 児 童 館 ℡ ３２－２００３ ＊平沢児童館 ℡ ３３－４１７７ ＊円田児童館 ℡ ３３－２０３７ 

＊永野児童館 ℡ ３３－２０１０ ＊遠刈田児童館 ℡ ３４－２２０４ ＊子育て支援課 ℡ ３３－２１２２  


